
議   第  １６８  号   

令和 ７ 年 ９ 月 １ 日提出   

 

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第３条の見出し中「割振り」を「割振り等」に改め、同条第１項中「割り振らない

日」の次に「（第３項及び第５条第２項において読み替えて準用する同条第１項の規定

によるものを除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 任命権者は、職員（人事委員会規則で定める職員を除く。以下この項において同

じ。）について、職員の申告を考慮して、第１項の規定による週休日のほかに当該職

員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが

公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会

規則の定めるところにより、職員の申告を経て、４週間を超えない範囲内で週を単

位として人事委員会規則で定める期間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間と

なるように、第１項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らな

い日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。 

 第５条中「この条」を「この項」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、職員に第３条第３項の規定により勤務時間を割り振らない日とさ

れた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この

場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と

読み替えるものとする。 
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 第６条第２項中「職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合には、」を削る。 

 第７条の３第１項中「職員が、人事委員会規則の定めるところにより、その」を削

り、「この条、次条、第１５条及び」を「この項及び次項、次条第１項及び第２項、第

１５条並びに」に改め、「第１５条の３において同じ。）」の次に「のある職員（第３条

第３項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。）が、人事委員会規則の定め

るところにより、当該子」を加え、同項第１号中「のある職員」を削り、同項第２号

中「のある職員であって、人事委員会規則で定めるもの」を削り、同条第２項中「職

員が、人事委員会規則の定めるところにより、その」を削り、「この条及び次条におい

て同じ。）を養育」とあるのは、「第１５条第１項に規定する要介護者のある職員が、

人事委員会規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」」を「この項及び次項、

次条第１項及び第２項、第１５条並びに第１５条の３において同じ。）」とあるのは「第

１５条第１項に規定する要介護者」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護

者を介護する」」に改める。 

 第７条の５第１項中「第３条第２項」の次に「若しくは第３項」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  職員の勤務時間の割振りに係るフレックスタイム制を導入する等のため、所要の

改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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